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 はじめに 
 

 障害者施策については、平成 15 年度から、それまでの措置制度にかわり、国の「社

会福祉基礎構造改革」の一環として「支援費制度」が施行されました。このような中、

区は、平成 15 年 3 月に障害者基本法に基づき「練馬区障害者計画（平成 15～22 年

度）」を策定し、施策の具体的な取り組みや、数値目標を明確にしたところです。 

 しかしながら、平成 17 年 10 月には、「支援費制度」によるサービス利用の急増へ

の対応と、障害者の就労支援、身体・知的・精神の３障害のサービス一元化を主眼と

した「障害者自立支援法」が制定されました。この中で、地方自治体に「障害福祉計

画」の策定が義務付けられるなど、障害者施策は、ふたたび大きな転換の時期を迎え

ています。   

こうした状況を踏まえ、区は、今般、中間年に当たる平成 18 年度に「練馬区障害

者計画」を改定するとともに、障害者自立支援法が定める｢障害福祉計画｣と一体的に

策定いたしました。 

 

私は、「うるおい・にぎわい・支えあい ともに築く わがまち練馬」を平成１８年

度からの新長期計画の計画目標として、区民や地域団体等と区が協働し、区民の一人

ひとりが、誇りと愛着を持って、「わがまち練馬」と呼べるような練馬区をつくるため、

区政運営を進めているところです。 

そのような思いから、今回、改定・策定した計画では、「障害のある方の一人ひとり

の人権を尊重し、どんなに障害が重くとも、地域のなかで自分らしい自立した生活が

できる社会」を計画目標といたしました。 

また、計画では、障害者の自立について、「障害のある方が、自らまたは支援により

意思を表明することで、自分らしい生き方を実現することや、その存在が社会を成熟

させる力となること」と練馬区独自の定義をしています。 

 

今後は、障害者が地域の一員として生活していくために、区民との交流を促進し、

地域との共生を進める障害者施策の実現に向けて、総合的な取り組みを行ってまいり

ます。 

 

最後に、この計画の策定にあたりまして、ご提言をいただいた「練馬区障害者計画

懇談会」の委員の皆様をはじめ、貴重なご意見をいただきました区民の皆様や関係各

位に対して、厚くお礼申し上げます。 

 

平成１９年３月 

                   練馬区長 

                    志村 豊志郎 
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練馬区障害者計画 

 

障害者施策全般に            

ついての基本計画 

障害福祉計画 

 

障害福祉サービス等の 

見込量とその方策 

 

１ 計画の基本的な考え方 

   

（１）計画改定（策定）の趣旨 

練馬区では、昭和 57 年に「障害者行動計画」を、また、平成 5 年には、障害者施策を総

合的に実施するため、「練馬区障害者福祉行動計画（平成５～14 年度）」を策定し、ノーマ

ライゼーションの実現に向けて、計画的な推進を図ってきました。 

  また、平成 15 年度から、国の「社会福祉基礎構造改革」の一環として施行された「支援

費制度」が導入され、区としても、「練馬区障害者計画（平成 15～22 年度）」を平成 15 年

3 月に策定し、障害者施策の具体的な取り組みや、数値目標を明確にしたところです。 

  しかしながら、平成 17 年 10 月には、支援費制度による障害者サービスの急激な利用増

加への対応と、障害者就労支援および身体・知的・精神の３障害サービスの一元化を主眼

とした「障害者自立支援法」が制定され、障害者施策は、ふたたび大きな転換の時期を迎

えています。 

  また、同法は、各自治体に、障害福祉サービス等の見込み量と確保のための方策を内容

とした「障害福祉計画」の策定を義務付けています。 

  こうした一方、平成 17 年 4 月に施行された「発達障害者支援法」や平成 19 年 4 月から

導入される「特別支援教育」への対応も課題となっています。  

  また、平成 18 年 12 月には「バリアフリー新法」が施行されるなど、障害者の地域生活

については、多様な面から、さらなる改善に向けた動きが出はじめています。 

こうした状況を踏まえ、区では、中間年に当たる平成 18 年度に「練馬区障害者計画」を

改定するとともに、｢障害福祉計画｣を同計画の一部として一体的に策定することといたし

ました。 

  

（２）障害者計画と障害福祉計画の関係について 

障害者計画は、障害者の自立と社会参加を図るため、障害者基本法第 9 条第 3 項の規

定に基づき、障害者に関する基本的な計画として策定した計画です。 

障害福祉計画は、障害者基本法の基本理念にのっとり、必要な障害福祉サービスの提

供体制を確保するために、障害者自立支援法第 88 条第 1 項の規定に基づき策定した計画

です。 

 障害者計画は、障害福祉計画を内包した計画となっています。 
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（３）計画期間 

○ 障害者計画の計画期間は、平成 19 年度から 22 年度までの 4 か年とします。 

○ 第一期障害福祉計画の計画期間は、平成 19 年度から 20 年度までの 2 か年とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）他計画との関係 

  ○ この計画は、区の長期的・総合的な計画である新長期計画（計画期間：平成 18 年度

から 22 年度）の障害者施策に関する部門別計画として位置づけられています。 

  ○ この計画は、つぎの関連計画と整合性を保ちながら策定しました。 
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（５）計画目標 

 

 

 

 

    

 

 

 

（６）計画目標の趣旨 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
障害のある方の一人ひとりの人権を尊重し、どんなに障害が重くとも、 

地域のなかで自分らしい自立した生活ができる社会をめざします。 

○ 障害者自立支援法の成立 

 
平成 17 年 10 月に成立した障害者自立支援法では、障害者が地域で安心して暮らせる

社会の実現をめざしています。この考え方に基づき、練馬区においても障害者施策の基

本的な指針を構築することとしています。  

○ 「障害のある方の一人ひとりの人権を尊重し」とは、 

 
障害は誰でも負う可能性を持ち、障害も社会的ハンディによる個人差であって、本人

の人格とは無関係です。 

障害があるという理由で、差別されたり、偏見を持たれたりすることなく、一人ひと

りが生まれながらに持っている個性と人格を尊重し、擁護する必要があります。 

○ 「どんなに障害が重くとも、地域のなかで自分らしい自立した生活ができる社会」

とは、 

 
障害の種類や程度にかかわらず、地域のなかで、その人の状況に応じた適切なサービ

スや支援を活用しながら、それぞれの個性や能力を発揮し、生きがいをもって、自らの

意思で自立した生活を送ることができる社会を表しています。 

○  「自立」とは、 

 

単に、｢就労による自立｣、「日常生活の自立」、「社会生活の自立」という形態的なこ

とだけではなく、「障害のある方が、自らまたは支援により意思を表明することで、自

分らしい生き方を実現することや、その存在が社会を成熟させる力となること」を意味

します。 
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(７) 基本理念 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

心身に障害のある方が、自身の生き方を主体的に選択し、決定できるよう、平成

15 年度から、支援費制度がはじまりました。 

これは、従来の行政がサービスの内容を決定する「措置制度」から、利用者自ら

がサービスを選択・決定する「契約制度」への転換を図ったものでした。 

平成 18 年度からは、精神障害者を対象に加え、一元的なサービスの提供を行うた

め、障害者自立支援法が施行されています。 

 区では、今後、法の趣旨であるサービスの再編や充実を進めるとともに、障害の

ある方が障害の状況やニーズに応じたサービスを選択できるよう、利用者本位の支

援に努めます。 

 

サービスを総合的に提供するためには、相談支援において、利用者とともに生活

上のニーズや生きがいを見つけ出し、サービスへ結びつけていく、ケアマネジメン

ト体制の充実が求められています。 

これにより、障害のある方が自分自身で問題解決を図れるような援助や成年後見

制度の利用など、利用者の自己選択と権利擁護が適切にできるように支援します。

また、相談支援の充実を図るとともに、利用しやすい場所でサービスの提供がで

きるように努めます。  

 

現在では、障害のある方を様々なかたちで支援する制度や仕組みが整備されてき

ています。 

その一方で、障害のない方も、障害のある方と接することで、今まで認識してい

なかった社会の中のバリア（障壁）について新たに気づき、立場の違う方の状況を

共感的に理解することができます。こうした「気づき」をもとに、区民一人ひとり

がともに尊重し合い、支えあう気持ちで、公共交通機関や建物、道路などのバリア

フリー化をはじめとする福祉のまちづくりを進め、誰もが暮らしやすい環境づくり

を行っていきます。 

このように、障害のある方とない方が互いに顔の見える関係をつくり、相手の問

題を他人事としてではなく、自分の問題として捉えられる視点や気持ちを持つ成熟

した社会が形成できるよう努めます。  

① 自己選択・自己決定による利用者本位の支援  

② ケアマネジメントによる相談支援とサービスの提供 

③ 「気づき」と「支えあい」による成熟した社会へ  
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区で取り組む障害者施策は、障害福祉に関する方だけではなく、広く区民一般の

理解のもと、適宜適切に構築されなければなりません。 

また、障害者が地域の一員として生活していくためにも、地域のあらゆる方々と

共生し、ともに生きる社会をつくることが重要です。 

 区では、このような観点から、区民との交流を促進し、地域との共生を進める障

害者施策の実現を図るよう努めます。 

④ 区民や地域との共生を進める障害者施策の実現 
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２ 現況と課題 

 

（１）国や都の動向 

 

 

 

国は、昭和 56 年の「国際障害者年」を契機として、長期的視点に立った総

合的な障害者施策の取り組みを始めています。 

平成 5 年には、「障害者基本法」が制定され、従来の「心身障害者対策基本

法」（昭和 45 年制定）が大幅に改正されるとともに、「障害者対策に関する新

長期計画」が策定されています。 

また、平成 7 年には重点施策実施計画として、「障害者プラン」が策定され、

施策の具体化が図られました。 

   平成 12 年には、社会福祉制度の大きな変革である「社会福祉基礎構造改革」

により、措置制度の見直しなど、利用者本位の社会福祉制度とするため、関連

法の改正が行われています。 

   これを受けて、平成 14 年には共生社会の実現をめざす「新障害者基本計画」

と、重点施策実施 5 ヵ年計画として「新障害者プラン」が策定され、平成 15

年には、社会福祉基礎構造改革の一環として「措置制度」から「契約」制度へ

の転換を図った「支援費制度」が実施されました。 

   また、平成 16 年には、「障害者基本法」の改正により、「障害を理由とする

差別の禁止」が明記され、平成 17 年４月には、発達障害者に対して一体的な

支援を行う体制整備を図るため、「発達障害者支援法」が施行されています。 

   そして、平成 18 年 4 月から、身体・知的・精神の３障害に関するサービス

の一元化や財源基盤の強化等を内容とした「障害者自立支援法」が一部施行、

10 月から全面施行されました。 

あわせて、平成 18 年 4 月から、精神障害者に対する雇用対策の強化等を内

容とする「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が全面

施行されています。 

 

また、同年に、教育の分野でも、小中学校等における特別支援教育を推進し、

障害のある児童生徒等の教育の一層の充実を図るため、学校教育法等の関係法

令が改正されています。 

 

   一方、建築物や交通のバリアフリー化については、平成 18 年 12 月に、「ハ

ートビル法」（平成 6 年制定）と「交通バリアフリー法」（平成 12 年制定）を

統合し、高齢者や障害者が移動しやすいまちづくりを一体的に進めるため、「バ

リアフリー新法」が施行されています。 

① 国 の 動 き
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東京都は、平成 4 年に障害者福祉の長期計画である「ノーマライゼーション

推進プラン」を策定し、平成 10 年に同計画を改定しています。 

   また、平成 12 年には、「選択」、「競い合い」、「地域」をキーワードとした「東

京都福祉改革推進プラン」が策定されています。 

   平成 14 年には、この計画をさらに発展、具体化するために、地域での自立

を支える新しい福祉構築を目的とした「ＴＯＫＹＯ福祉改革ＳＴＥＰ２」が策

定され、重装備の施設偏重の画一的な福祉や公立・社会福祉法人中心の供給体

制を改革し、多様な運営主体の参入や地域におけるきめ細かな福祉の実現が図

られました。 

  そして、平成 18 年には、「新しい自立」の実現をめざした「福祉・健康都市 

東京ビジョン」が策定され、福祉と保健医療の両分野を貫く基本方針を示すと

ともに、「広域的なシステム全体の調整者」としての都の役割を明らかにして

います。 

 

   教育の分野では、障害のある児童を特別な場で指導を行う「特殊教育」から

一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な支援教育を行う「特別支援教育」

への転換を図るため、平成 16 年に「東京都特別支援教育推進計画」が策定さ

れ、計画に基づく取り組みが進められています。 

 

一方、福祉のまちづくりを推進するため、平成７年に「福祉のまちづくり条

例」が制定され、平成 17 年には、高齢者、身体障害者が利用しやすい建築物

の整備を目的とした国の「ハートビル法」の改正を受け、「ハートビル条例」

が施行されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 都 の 動 き
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（２）障害者の現況（手帳所持者数） 

 

      

    ①身体障害者 

 
身体障害者手帳の所持者は、平成 18 年 3 月末現在で 16,927 人となっていま

す。 

平成 13 年度からの 4 年間で 1,746 人増加しており、増加率は 11.5％となっ

ています。 

障害の部位では、肢体不自由が 9,135 人（55.0％）と最も多く、次いで内部

障害が 4,769 人（ 28.2％）となっています。 

なお、内部障害については、この 4 年間で 844 人（21.5％）の増となってお

り、全体比でも 25.9％から 28.2％への伸びがみられます。 
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2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

身体障害者手帳交付状況

内部障害

肢　体 不自由

音声言語 機能障害

聴覚平衡 機能障害

視覚障害

 

 

聴覚平衡 音声言語 肢 体    
視覚障害 

機能障害 機能障害 不自由 
内部障害 計  

平成 13 年度  1,274 人  1,405 人 193 人 8,384 人 3,925 人  15,181 人

平成 14 年度  1,312 人  1,425 人 199 人 8,590 人 4,098 人  15,624 人

平成 15 年度  1,317 人  1,458 人 199 人 8,830 人 4,357 人  16,161 人

平成 16 年度  1,351 人  1,480 人 200 人 9,014 人 4,589 人  16,634 人

平成 17 年度  1,330 人  1,486 人 207 人 9,135 人 4,769 人  16,927 人
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     ②知的障害者 

 

知的障害者（愛の手帳の所持者）数は、平成 18 年 3 月末現在で 3,170 人と

なっています。 

平成 13 年度からの 4 年間で 459 人増加しており、増加率は 16.9％となって

います。 

障害程度別では、1 度、2 度の重度障害者が 1,025 人（32.3％）、3 度、4 度

の中軽度障害者が 2,145 人（67.7％）となっています。 

なお、軽度障害者については、この 4 年間で、269 人（22.4％）の増となっ

ており、全体比・増加率とも軽度障害者の増加傾向がみられます。 
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  最重度 重度 中度 軽度 計  

平成 13 年度  121 人  792 人 867 人   931 人  2,711 人

平成 14 年度  121 人  820 人 893 人   993 人  2,827 人

平成 15 年度  124 人  852 人 912 人 1,058 人  2,946 人

平成 16 年度  124 人  881 人 931 人 1,119 人  3,055 人

平成 17 年度  126 人  899 人 945 人 1,200 人  3,170 人
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         ③精神障害者 

 

精神障害者保健福祉手帳の交付件数は、平成 18 年 3 月末現在で 1,455 人と

なっています。 

平成 13 年度からの 4 年間で 588 人増加しており、増加率は 67.8％となって

います。 

障害の等級別では、2 級が 840 人（57.7％）と過半数を占めています。 

手帳の有効期間は 2 年間であるため、平成 17 年度末現在の手帳所持者数は、

平成 16 年度との合計で、2,904 人となっています。 

  また、今回、自立支援医療に移行した旧通院医療費公費負担の申請も有効期

間は 2 年間であったため、平成 17 年度末現在の申請者数は、平成 16 年度との

合計で、6,877 人となります。 
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精神障害者保健福祉手帳交付状況
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年   度  精神障害者保健福祉手帳の交付 

  １  級  ２  級  ３  級  総  数  

通院 医療 費 公

費負 担申 請  

平成 13 年度  ―  ―  ―    867 件 3,801 件

平成 14 年度  ―  ―  ―    989 件 2,746 件

平成 15 年度  249 件  567 件 204 件 1,020 件 4,119 件

平成 16 年度  324 件  807 件 318 件 1,449 件 3,262 件

平成 17 年度  251 件  840 件 364 件 1,455 件 3,615 件
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（３）障害者計画の進捗状況 

 
区は、平成 15 年に策定した「練馬区障害者計画」に基づき、計画の前期で

は、施設整備に重点をおいた取り組みをしてきました。 

 

   平成 15 年度には、「貫井福祉園」および「貫井福祉工房」、また、精神障害

者のための「地域生活支援センター」を整備しました。 

   平成 16 年度には、知的障害者のためのデイサービス「谷原フレンド」を整

備しています。 

   これらにはいずれも、指定管理者制度をいち早く取り入れ、民間活力の導入

を図っています。 

   また、あわせて、民間による知的障害者入所更生施設や通所授産施設も開設

されています。 

   これらの施設は、事業再編により障害者自立支援法に基づく事業へ移行する

ことが求められており、既存の施設とともに、施設の有効活用を図ることが必

要です。 

 

   一方、在宅サービスについては、「支援費制度」が開始されたことにより、

目標値を大幅に上まわる結果となっており、「ホームヘルプ」や「ガイドヘル

プ」などのサービスが短期間で拡大された状況がみられます。 

 

   平成 17 年度には、民間事業者によるグループホームの整備が集中的に進み

ました。 

 

   また、権利擁護センターの開設など、障害者の人権を守る仕組みが整備され

てきています。 
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練馬区障害者計画における主要事業の進捗状況 

 

事業名 １５年度 １６年度 １７年度 旧22年度目標

デイサービス １か所
２か所

（知的デイ整備　１か所）
２か所 整備　４か所

ホームヘルプサービス
延べ ７，１６６人

４６２，６２７．５時間
延べ ９，０１３人

５２９，８０８時間
延べ ９，２３５人

５３８，９９１．５時間
４３６世帯

　　１３６，００４時間

ガイドヘルプサービス
視覚　延べ １，３４７人

知的　延べ        ２９３人
視覚　延べ １，６０４人

知的　延べ        ６３４人
視覚　延べ １，７２３人
知的　延べ １，６２７人

短期入所 ５床
１１床

（やすらぎの杜　６床開設）
１１床 整備  １０床

心身障害者地域自立生活支
援事業

ー ー 検討 事業実施  ２か所

入浴サービス
巡回入浴　実７４人
延べ ２，０９５回

施設　１か所

巡回入浴 実７７人
延べ ２，３２４回

施設 １か所

巡回入浴 実８１人
延べ ２，３４６回

施設 ２か所

ー

施設 ４か所

日常生活用具の給付 ３８６件 ４６３件 ４２３件 ３９６件

手話通訳者の派遣 派遣回数　　　１，０２１回 派遣回数　　　１，１７５回 派遣回数　　　１，１１０回

情報バリアフリー化 ー
インターネット申込み受付
（電子申請システム開始）

同左

難病患者の支援
ホームヘルプ　４世帯
延べ        ２５５時間

日常生活用具　４件

ホームヘルプ　８世帯
延べ １，２６９時間

日常生活用具　１０件

ホームヘルプ　８世帯
延べ １，０９８時間

日常生活用具　１４件

ホームヘルプおよび日常生活
用具給付事業の実施

福祉園（通所更生施設）
７か所

（福祉園１か所開設）
７か所 ７か所 ８か所

福祉作業所（通所授産施設 区立　４か所
社会福祉法人整備１か所

法内移行１か所
区立       ４か所

社会福祉法人２か所
区立       ４か所

区立施設の改築　１か所

民間作業所への支援
授産事業　８か所

（新規補助対象　１か所）
小規模通所授産　１か所

授産事業　７か所
（法内移行１か所）

小規模通所授産　１か所

授産事業　７か所
小規模通所授産　１か所

重症心身障害者通所施設 区立受入れ　１か所 区立受入れ　１か所 区立受入れ　１か所 充実

グループホーム（生活寮）
区型生活寮　    ２か所１４人
知的グループホーム １０か所

（２か所８人開設）

区型生活寮　２か所１４人
知的グループホーム１１か所

（１か所４人開設）

区型生活寮２か所１４人
知的グループホーム１５か所

（4か所22人開設）

民間団体の整備促進
区立生活寮の改築１か所

入所施設
施設整備費補助

　知的更生　１６床
　身体療護　　９床

施設整備費補助
知的更生   ５５床

（３９床開設）
身体療護　　９床

施設整備費補助
　知的更生　５５床
　身体療護　　９床

住宅設備改善費の助成 ８６件 ７６件 ６３件 １２８件

住宅修築資金融資あっせん ８件 １１件 ７件 ９８件

住宅のあっせん
（不動産店の紹介）

０件 事業廃止 ー

 障害者居住支援制度
（身元保証制度）

事業開始 実施

 地域での救助態勢整備
区民防災組織

３９６組織
区民防災組織

３９７組織
区民防災組織

４０１組織
区民防災組織

６００組織⇒４５０組織

 防災訓練・講習会
聴覚障害者合同訓練

(光八小）
障害者合同訓練

（大泉小）
聴覚障害者合同訓練

(開進二中）
各地域で実施

精神保健相談 延べ　２０，９５８件 延べ　２２，４６３件 延べ　２２，８９９件

デイケア
（社会復帰訓練事業）

２９１回　延べ ２，８４７人 ２８５回　延べ ２，６１５人 ２８５回　延べ ２，２５６人

共同作業所
共同作業所　７か所

小規模通所授産　３か所

共同作業所　１６か所
小規模通所授産　４か所

（共同作業所の移行１か所）

共同作業所　１６か所
小規模通所授産　４か所

社会適応訓練　 ６か所 １０か所 １１か所 １０か所

精神障害者地域生活支援
センター

１か所開設 １か所 １か所 ２か所

ホームヘルプサービス
６６世帯

延べ ４，０８１時間
７４世帯

延べ ６，１９８時間
１２１世帯

延べ ６，７７６時間
１１０世帯

延べ １７，１６０時間

グループホーム
７か所　３３人

（１か所　４人開設）
７か所　３３人 ７か所　３３人

1　地域生活の支援

２　精神障害者施策の充実
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事業名 １５年度 １６年度 １７年度 旧22年度目標

職場定着指導員の派遣 ４１８回 ４６７回 ５６０回

職業事前準備訓練事業
（ワークルーム）

年２回　就労者　１０人 年２回　就労者　１５人 年２回　就労者　１３人

福祉的就労から一般就労へ
の移行促進

福祉工房　１か所開設 １か所　就労者　　３人 １か所　就労者　　９人 整備１か所

就労の場の拡大 区立施設　５か所
区立施設　７か所

（区役所地下売店、
高齢者センター喫茶）

区立施設　７か所 設置促進

精神障害者の雇用促進 ０人
就労促進協会事業

　３人（再掲）
地域生活支援センター事業

　２人

健康診査後のフォロー
１歳６か月児健診心理
経過観察　　　９６回

　　　延べ １，９６７件

１歳６か月児健診心理
経過観察　 　８４回

　　延べ ２，１３９件

１歳６か月児健診心理
経過観察　　　８４回

　　 　延べ ２，０００件

幼児教室 　運営費助成　２か所 　運営費助成　２か所 　運営費助成　２か所

中村橋福祉ケアセンターの
機能拡充

改修工事（空調設備・耐震補強
等）終了

地域リハビリテーション
（中途障害者コース）

延べ １６９人 延べ １１５人
延べ １５９人

（18年度より廃止）

地域リハビリテーション
（地域生活支援セミナー）

地域生活セミナー
延べ ９０人

難病コース　延べ ３５人
言語コース　延べ ９０人

スポーツセミナー
延べ ２５人

言語コース　延べ １１７人

スポーツ体験会
延べ １３人

言語コース延べ １０９人

地域生活セミナー
延べ１２０人

難病コース　延べ ３０人
言語コース　延べ ４５人

リハビリテーション相談 延べ ８７４人 延べ ６０２人 延べ ９１８人

障害児保育（保育園）
区立５８園　１６１名
私立１４園　　４５名

区立５８園　１７１名
私立１３園　　４３名

区立５７園　１７７名
私立１３園　　４３名

区立　１７７名

障害児保育
（学童クラブ）

６５クラブ　１０４名 ６８クラブ　１０５名 ７３クラブ　１１６名 １９０名

障害児教育（小中学校）

心身障害学級
　小学校　１９学級

　（言語障害学級１校新設）
　中学校　　９学級

心身障害学級
　小学校　２０学級

　（知的障害学級１校新設）
　中学校　　９学級

心身障害学級
　小学校　２１学級

　（情緒障害学級１校新設）
　中学校　　９学級

特別支援教育あり方検討会設置

心身障害者青年学級 ４７回　在籍２１９人 ４７回　在籍２２０人 ４７回　在籍２２６人

放課後活動等の推進 区助成対象　２か所 区助成対象　２か所
区助成対象　３か所
（新規対象１か所）

図書館サービス
録音資料、点字資料、布の絵
本の貸出、対面朗読

同左
同左
外出困難障害者図書郵送サー
ビス開始

スポーツ施設整備
体育館６か所 ６か所

基本構想・基本設計１か所
６か所

実施設計１か所
７か所

（体育館建設１か所）

普及・啓発活動
福祉のまちづくり活動記録集発
行

福祉のまちづくりシンポジウ
ム開催

練馬区福祉情報地図
（やさしさ情報ねりまっぷ）

西部地区版作成
駅マップ練馬作成

道路の整備・改善
歩道新設　　１路線
歩道改善　２２か所

歩道新設　　１路線
歩道改善　１９か所 歩道改善　１５か所

公園の整備・改善
大規模公園新設   ２か所
公園新設         　１か所

公園新設　１か所
改修　　　１か所

公園新設　２か所
改修　　　３か所

公共交通機関の整備・改
善

上石神井駅整備 武蔵関駅整備

「交通バリアフリー法」
に基づく基本構想の作成

中村橋駅周辺交通バリアフ
リー基本構想

事業計画案の作成

福祉のまちづくりの総合
的な計画の作成

策定委員会設置 総合計画策定

保健福祉サービスに関す
る苦情対応のための第三
者機関の設置

保健福祉サービス苦情調整委
員を設置

権利擁護センター開設
保健福祉サービス苦情調整委

員の設置

成年後見制度の普及 成年後見専門相談開始 権利擁護センター開設 権利擁護センターの開設

NPOなどの団体との協働
の推進と支援

非営利地域福祉活動補助
６団体

非営利地域福祉活動補助
７団体

非営利地域福祉活動補助
６団体

地域交流の推進

福祉デー      　年２回
　　参加者　　４，０７１人

ふれあいバザール・
障害者フェスティバル・

合同運動会の実施

福祉デー　　　　年２回
　　参加者　　２，５４４人

ふれあいバザール・
障害者フェスティバル・

合同運動会の実施
町会・商店会との交流

福祉デー　　　　年２回
　　参加者　　３，６８４人

ふれあいバザール・
障害者フェスティバル・

合同運動会の実施
町会・商店会との交流

３　就労の促進

４　障害の早期発見と地域リハビリテーション体制の充実

５　保育・教育・学習の充実

６　福祉のまちづくりの推進

７　サービスの向上と推進体制の整備
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（４）区民意見や要望の把握 

 

  国の計画策定指針や基本的な考え方に基づき、障害者計画（障害福祉計画を

含む。）については、公募委員、学識経験者、障害者福祉関係者等２５名で構

成される「練馬区障害者計画懇談会」において、７回にわたる検討を行ってき

ました。 

  また区は、障害者団体ヒアリングや障害者計画タウンミーティングを実施し、

郵便、電子メールによる個人意見の募集を行うなど、計画に盛り込むべき項目

や内容について、障害者団体や区民の方々から意見、要望をいただき、区民ニ

ーズの把握を行いました。（巻末資料参照） 

  さらに、施設サービスを運営している区内事業者への調査やヒアリングもあ

わせて実施しています。 

 

 
 
 

回  開  催  日  主  な  検  討  課  題  等  

第 １ 回  
平 成 18 年   

4 月   6 日  

①  委 員 の 委 嘱  

②  座 長 ・ 副 座 長 の 選 出  

③  現 行 障 害 者 計 画 の 進 捗 状 況  

④  障 害 者 計 画 ・ 障 害 福 祉 計 画 策 定 の 趣 旨  

⑤  障 害 者 計 画 策 定 の ス ケ ジ ュ ー ル  

第 ２ 回  
平 成 18 年   

6 月   7 日  

①  障 害 者 計 画 の 基 本 的 な 考 え 方 に つ い て  

②  団 体 ヒ ア リ ン グ 、 タ ウ ン ミ ー テ ィ ン グ の 報 告

③  訪 問 系 サ ー ビ ス に つ い て  

第 ３ 回  
平 成 18 年   

7 月 26 日  

①  障 害 者 計 画 の 基 本 理 念 に つ い て  

②  居 住 系 サ ー ビ ス に つ い て  

③  入 所 (入 院 )者 の 地 域 移 行 に つ い て  

第 ４ 回  
平 成 18 年   

8 月 30 日  

①  日 中 活 動 の 場 に つ い て  

②  就 労 促 進 に つ い て  

③  地 域 生 活 支 援 事 業 （ 区 要 綱 ） 報 告  

第 ５ 回  
平 成 18 年  

10 月 25 日  

①  地 域 生 活 と 社 会 参 加 に つ い て  

②  児 童 支 援 に つ い て  

１  練馬区障害者計画懇談会 
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第 ６ 回  
平 成 18 年  

11 月 22 日  

①  自 立 支 援 医 療 ・ 地 域 医 療 に つ い て  

②  福 祉 の ま ち づ く り に つ い て  

③  推 進 体 制 に つ い て  

④  練 馬 区 障 害 者 計 画 骨 子 (案 )た た き 台 に つ い て

第 ７ 回  
平 成 18 年  

12 月  20 日  

①  練 馬 区 障 害 者 計 画 懇 談 会 報 告 書 (案 )に つ い て

②  練 馬 区 障 害 者 計 画 素 案 の (案 )に つ い て  

 

 

 

 (ア ) 対   象  

     障害者団体、養護学校 PTA、障害者施設連絡会等 １７団体 

  (イ ) 実施時期 

    平成 18 年 5 月 10 日～19 日（意見・要望書に基づくヒアリング） 

 

  

 

   (ア ) 参加者 

障害当事者および家族の方、障害者福祉関係者、地域住民等  １２２人 

(イ ) 日時・場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日    時  場    所  

５月２５日（木） 

 午後６時３０分～８時３０分 
関区民ホール 

６月 １日（木） 

 午後１時３０分～３時３０分 
区役所 多目的会議室 

６月 ６日（火） 

 午後６時３０分～８時３０分 
光が丘区民ホール 

６月１０日（土） 

 午後１時３０分～３時３０分 
勤労福祉会館 集会室 

２  障害者団体ヒアリング 

３  障害者計画タウンミーティング（意見を聴く会） 
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（５）施策体系 

 

　　　　障害者計画施策体系図　　　　　

　(1)　グループホーム・ケアホームの整備

　(3)　防災訓練・講習会
　(4)　防災情報伝達手段
　(5)　災害時医療救護体制の整備

    Ⅲ　入所(入院)者の地域移行を進める

　(3)　福祉連携緑化事業

８ 防  災
　(1)　地域での救助態勢整備
　(2)　災害要援護者に関する情報活用

７ 文化活動　　　　　
　(1)　文化交流事業
　(2)　障害者活動の場の提供

６ 生涯学習
　(1)　青年学級・各種講座の充実
　(2)  スポーツの振興
　(3)  図書館

　(5)  火災通報システム　　

　(3)　自動車運転免許取得・改造助成

５ 補装具・日常生活用具等
　(1)　補装具費の支給　　　　　　　　　　
　(2)　日常生活用具の給付　　　　　　　　

　(4)  重度身体障害者等緊急通報システム

　(1)　個別移動支援
　(2)　移送サービス

　(3)　紙おむつの支給　　　　　　　 　  

    Ⅰ　訪問によるサービスを充実する

    Ⅱ　日中活動の場を再編・整備する

    Ⅳ　居住の場を整備する

    Ⅴ　地域生活と社会参加を支援する　　その１

　(4)  福祉電話の設置・料金助成

３ ＩＴ支援

　(2)　障害者ＩＴ支援者養成講座

　(5)  地域自立支援協議会　　　

２ コミュニケーション支援
　(1)　手話通訳者派遣　　　　　　　
　(2)　要約筆記者権派遣　

　(1)　社会適応訓練

　(3)  手話奉仕員養成講座　　　　　　　　

　(2)　公営住宅の提供
　(3)　住宅改修

４ 移動支援

　(1)　障害者地域生活支援センター 　
　(2)　総合福祉事務所　     
　(3)　保健相談所　　　　　 

　(1)　障害者パソコン教室

　(4)  成年後見制度の普及　　　　　

４ 障害者自立支援法の事業内容と見込み量

２ 社会的入院者の退院促進
　(1)　退院促進事業の実施

１ 相談支援

    Ⅴ　地域生活と社会参加を支援する　　その２
　　○生活介護
　　○療養介護

　(3)　入所施設の地域利用
　(4)　白百合荘の改修（改築）

３ その他の日中活動

　(1)　民間事業者の誘致
　(2)　障害者地域生活支援センターの整備

　(2)　退院促進の連携体制の整備

　　○更生訓練費給付事業

１ 入所施設から地域生活へ

　　○自立訓練（機能訓練、生活訓練）
　　○就労移行支援
　　○就労継続支援（A型、B型）
　　○地域活動支援センター

　(2)　デイケア

　(2)　区立通所施設の事業移行
　(3)　重症心身障害者通所事業の整備
　(4)　法外作業所の事業移行

２ 日中活動の場の整備

　(3)  日中一時支援事業　

４ 短期入所

１ 通所施設の事業再編
　(1)　民間活力の導入

　(2)　緊急一時保護　

　(3)  重度脳性まひ者の介護
　(4)　出張調髪

　(2)　訪問入浴サービス

　(1)　ショートステイ

　(5)　生活サポート

３ その他の訪問によるサービス
　(1)　難病患者へのホームヘルパー派遣

２ 自立支援法による訪問介護系サービス
　(1)　居宅介護
　(2)　重度訪問介護
　(3)　行動援護
　(4)  重度障害者等包括支援

１ 障害者給付審査会の運営

　(1)　居住支援

１ 共同生活への支援

　(2)　区立生活寮の改築

２ 居住の場の拡大

 

 

 

Ⅰ 

総 
 

 
 

論 



 19

 

　(6)　一般就労への移行促進

　(4)　入院資金の貸付制度　
　(5)　難病医療費等助成制度等

　(1)　かかりつけ医の普及
　(2)　心身障害者(児)歯科診療事業

　(4)　高次脳機能障害の相談
　(5)　リハビリ相談
　(6)　保健医療相談

　(4)　障害者福祉連絡懇談会　　　　　　　

１ 就労支援ネットワークの構築
　(1)　就労支援ネットワーク会議の開催
　(2)　生活支援の充実
　(3)　就労支援セミナーの開催

　(1)　工賃増額の取り組み
　(2)　就労の場の拡大

２ 障害特性に応じた支援
　(1)　精神障害者等の雇用促進
　(2)　職業準備訓練の充実
　(3)　職業定着支援員の派遣

　(1)　練馬区障害者就労促進協会の役割
　　　の見直し

    Ⅷ　福祉のまちづくりを進める

２ 地域医療システムの推進

１ 障害者医療制度の普及

　(4)　在宅就労の支援
　(5)　多様な雇用形態への取り組み

３ 練馬区障害者就労促進協会の強化

　(1)　自立支援医療
　(2)　心身障害者医療費助成　　　　　
　(3)　小児慢性疾患の医療費助成　　　　

４ 工賃増額の取り組み

５ 生活基盤の安定
　(1)　公的年金・各種手当
　(2） 施設入所者就職支度金給付事業

　(3)　在宅重症心身障害児（者）訪問看
      護指導事業

    Ⅶ　障害者医療制度と地域医療制度を普及させる

　(1)　歩道や交差点の整備
　(2)　公園の整備
　(3)　駅のバリアフリー化と移動システム

　(6)　家族会等支援

　(2)　健診のフォロー
　(3)　心身障害者福祉センター

２ 障害児保育と民間活動支援
　(1)　保育園　　　
　(2)　幼稚園
　(3)　幼児教室・放課後活動

２ サービスの質の向上
　(1)　第三者評価等の推進

　(2)　地域精神保健福祉連絡協議会
　(3)　地域精神保健福祉関係者連絡会　

　(2)　障害福祉サービス従業者の研修

    Ⅵ　障害者就労を促進する

　(1)　練馬区障害者就労促進協会の運営
      支援

１ ともに住む空間づくり

　(2)　区民との協働

　(4)　放置自転車対策

　(1)　福祉のまちづくり200人モニター

　(2)　商店街の取り組み
　(3)　障害理解

　(5)　施設のバリアフリー化
　(6)　建物運用マニュアル

　(2)　心身障害学級 

　(1)  地域福祉パワーアップカレッジ
      事業の実施

　(1)　情報のバリアフリー

２ ともに理解を深める“気づき”の
　ネットワークづくり

３ 基本的な姿勢＜共感・協働＞の取組み

１ 早期発見と早期療育
　(1)　妊婦・乳幼児健診

　(4)　ＮＰＯ活動支援センター

　(3)　保健福祉サービスの苦情調整

３ 計画推進体制の構築

    Ⅸ　障害のある子どもを支援する

    Ⅹ　施策を推進するために

　(5)　ＮＰＯなどの団体との協働の推進
　　　と支援

　(1)　障害児支援ネットワーク会議

　(2)　地域福祉入門セミナー

３　特別支援教育の実施
　(1)　特別支援教育

　(1)　地域自立支援協議会 （再掲）

１ 地域福祉活動の推進

　(3)　学習環境の整備

　(4)　特別支援教育への転換

　(5)　教員研修の推進

４ 障害児支援機関の連携

　(4)　学童クラブ

　(3)　地域福祉協働提案制度
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（６）重点課題 

 

 

 

 

○  障害者自立支援法においては、障害者や家族からの相談に応じ、個々の状

況やサービス利用の意向等を踏まえ、適切な支給決定をするとともに、各種

のサービスを組み合わせ、計画的に利用するための仕組みとして、ケアマネ

ジメントが導入されています。 

 

○  障害者のケアマネジメントについては、国も平成 14 年 3 月に「障害者ケ

アガイドライン」を策定し、その必要性は認識されていましたが、支援費制

度においては、制度として位置づけられたものではありませんでした。 

 

○  区は、これまで、総合福祉事務所や保健相談所において、障害者のさまざ

まな相談に対応してきました。 

 ○  障害者が住みなれた地域で自立した生活を送るためには、地域の多様なサ

ービス資源や、保健・福祉・医療・教育・就労等の各分野にわたるサービス

を利用することが必要です。 

 

○  今回、障害者自立支援法の制定により、相談支援として、はじめてケアマ

ネジメントが制度化されたことにより、障害者がかかえている課題や生活目

標を明らかにし、本人の力を引き出しながら、適切な支援と効果的なサービ

ス利用を実現していくことが求められてきます。 

 

○  ケアマネジメントは相談支援において、全ての障害者が受けることができ

るもので、地域に必要な福祉サービスを生み出し、支援者どうしの連携・協

力を図るなど、「地域を耕す」ことにつながるものです。 

 

○  区は、障害者自立支援法の施行により、総合福祉事務所や保健相談所にお

いて、新たな利用者ニーズの把握やアセスメントの実施に取り組んでいると

ころです。 

○  今後は、さらに、障害者地域生活支援センターを整備することにより、民

間事業者による障害者相談支援事業を拡充し、相談支援の充実を図っていく

必要があります。 

 

 

 

①  ケアマネジメントによる相談支援の充実 
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○  区は、これまで、福祉園、福祉作業所、生活寮をはじめ、さまざまな障害

者施設を建設し、運営してきました。 

○  しかし、こうした障害者施設においても、民間にできることは、民間に委

ね、区の事務事業の民間開放による雇用の創出や地域の活性化を図るため、

平成 16 年 3 月に策定した「委託化・民営化方針」に基づき、指定管理者制

度を導入してきました。 

○  平成 16 年 2 月に開設した「貫井福祉園・貫井福祉工房」は、区で初めて

の指定管理者制度の適用例となり、障害者施設については、現在、17 施設

中 10 施設について、同制度が導入されています。 

○  今後は、さらに、区営の福祉園 6 施設のうち、4 施設についても計画的に、

同制度の導入を進めていきたいと考えています。 

 

 ○  障害者施設は、区民の共有の財産であり、こうした民間活力の導入や、施

設の一般開放などによる地域に開かれた施設づくりの推進により、区民の理

解と支援の促進を図り、地域ぐるみの福祉を目指すことが求められています。 

○  そして、サービスの向上や効率的な運営とともに、社会資源を豊かにし、

多様な福祉の担い手を創出することにより、障害者の生活の質を高めること

が期待されています。 

 

 ○  また、障害者自立支援法に伴う、福祉園、福祉作業所の事業移行について

は、同法では、平成 18 年 10 月から平成 24 年 3 月までのおおむね 5 年間で

移行させることになっています。 

 ○  基本的に、福祉園では生活介護事業、福祉作業所は就労継続支援事業への

移行が考えられますが、利用者の状態や希望によっては、それ以外の事業も

考えていかなければなりません。 

 ○  障害者自立支援法の考えは、生活介護事業以外は、移行型支援を経て、地

域生活、一般就労へ移行することをめざしていますが、必ずしも、現在の利

用者実態に合うものではありません。 

 ○  施設の事業移行にあたっては、現状のままの通所が困難になる方が出ない

よう、利用者の実態を踏まえた上で、施設全体で事業の取り入れ方、組み合

わせ方を検討していかなければなりません。 

 

○  今後は、障害者が通所施設の選択だけではなく、あらゆる社会資源を活用

して、地域における一人ひとりの自立した生活を支援していくことが重要で

す。 

②  区立障害者施設のあり方の検討 
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○ 障害の比較的軽い方へは、障害者施設は、「日中活動の場」としてのサー

ビスメニューの一つとして、他のサービスとの組み合わせにより利用するな

ど、自ら社会資源を選択し、社会参加できるように支援していく必要があり

ます。 

○  また、自らの力での社会参加が困難な障害の重い方には、障害者施設は、

「日中活動の場」の数少ないメニューの一つとなり、施設支援の必要性が高

いものと考えられます。 

○  一方、重度・重症化する利用者への対応として、医療的ケアを伴う重症心

身障害者は、養護学校新卒者だけではなく、進行性疾患や加齢とともに、既

存の福祉園利用者にも出始めています。 

○  今後は、平成 18 年度から開始した、都の「重症心身障害者通所事業」の

活用により、福祉園における役割分担を適切に行ないながら、医療的ケアの

対応に当たることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

○  精神障害者の福祉施策は、昭和 62 年に精神衛生法（昭和 25 年制定）が精

神保健法に改正されるまで、法定化されていませんでした。 

○  この改正により、はじめて、精神障害者生活訓練施設と授産施設等が社会

復帰施設として制度化されました。 

○  また、平成 5 年には、同法の一部改正により、精神障害者グループホーム

が規定され、平成 7 年の改正では、精神保健福祉手帳が発足し、障害者とし

ての位置づけが明確になりました。 

○  平成 11 年には、精神障害者地域生活支援センターが社会復帰施設に加わ

るとともに、在宅福祉事業の拡充など、区市町村の役割が強化されています。 

 

○  しかしながら、地域における社会復帰の施設として、最も数の多い精神障

害者共同作業所は、法定化されず、法外（無認可）施設として、都と区の補

助金により運営が継続されてきています。 

 

○  一方、区では、保健相談所が、相談、訪問指導、研修、患者会・家族会や

ボランティアへの助言・援助、デイケアの実施、心の健康づくりや精神障害

者に対する正しい知識の普及など、地域における精神保健行政の第一線機関

としての役割を担ってきました。 

 

③  精神障害者施策の充実 
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○ また、このような国の動向を受け、平成 14 年度からホームヘルプサービ

スを開始し、平成 15 年には精神障害者地域生活支援センターを開設してい

ます。 

 

○  今回、障害者自立支援法の施行により、立ち遅れていた精神障害者へのサ

ービスの拡充を図ることが求められています。 

○  また、社会的入院といわれる、社会の受け皿が十分ではないために入院を

余儀なくされている方への退院促進も、重要な施策として位置づけられてい

ます。 

○  さらに、雇用の面でも、障害者雇用促進法の一部改正により、精神障害者

が雇用率算定の対象に加わりました。 

 

 ○  区内の共同作業所やグループホーム等の数は、23 区内でも高い水準にあ

りますが、今後は、障害者自立支援法における事業に再編するとともに、雇

用施策の強化などを含め、更なる整備を進める必要があります。 

 

○  このように、精神障害者への施策は、サービス拡充への大きな転換期であ

り、区としても、組織の整備とともに、各関係機関との連携を拡大・強化し

ながら、ケアマネジメント手法の導入などにより、一人ひとりのニーズにあ

った支援を充実させていくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 ○ 障害者の雇用施策の本格的な開始は、昭和 35 年の身体障害者雇用促進法

の制定からで、それまでは、障害者に対する社会の理解や環境などが整って

いないため、希望しても雇用につながらない状況が多々ありました。 

 ○  その後、昭和 51 年に同法を改正し、一定割合以上の身体障害者の雇用を

義務づけるとともに、身体障害者雇用納付金制度を設けるなど、より、雇用

が促進される方向で制度が整ってきました。 

 ○  また、昭和 62 年には、身体障害者のみを対象としていた同法を、他の障

害者も企業就労への高まりが大きくなっていたことから、対象を全ての障害

者に拡大し、法律名を「障害者の雇用の促進に関する法律」と改正しました。 

 ○  平成 9 年の改正では、知的障害者を含めた障害者雇用率が設定され、平成

17 年には、精神障害者の雇用率算定、在宅就労への支援、障害福祉施策と

の有機的な連携を図る内容の改正がなされました。 

④  障害者就労支援の強化 
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 ○  ハローワーク（職業安定所）においても、障害者の就職件数の目標を設定

し、きめ細かな職業相談・職業紹介を実施することとしています。職業セン

ターや(財 )東京しごと財団等の関係機関と連携し、さまざまな訓練を組み合

わせることにより就労の実績をあげています。 

○  また、障害者雇用率未達成企業のうち、改善が図られないものについては

企業名を公表するなど、企業への障害者雇用の指導が強化されています。 

 

 ○  しかし、障害者の就労を後押しする制度等は整ってきたにも関わらず、平

成 17 年度の雇用率は 1.49%（民間企業の法定障害者雇用率は、1.8%）にと

どまっており、十分な状況とは言えません。 

 

○  障害者自立支援法においても、障害者の就労支援を大きく位置づけていて、

就労移行支援事業を創設するなど、制度の抜本的な見直しを図っています。

これまで、福祉施設からの企業就労が進まなかった状況を踏まえ、特に福祉

施設からの就労移行に着目しています。 

 

○  今まで就労に結びついていた方は、比較的障害程度の軽い方が中心でした。

しかし、職業を通じた社会参加等は、それ以外の方にとっても意義のあるこ

とです。 

 ○  また、練馬区では、平成 2 年に練馬区障害者就労促進協会を、平成 16 年

に貫井福祉工房を設置し、就労支援に取り組んできましたが、支援の主たる

対象は知的障害者でした。 

 

 ○  これからは、支援の対象や内容を充実し、取り組みの遅れていた精神障害

者や比較的重度の障害者への支援を充実させていく必要があります。そのた

め、さまざまな関係機関が連携し、多面的に就労支援に取り組み、また、一

人ひとりの障害特性等に応じて、短時間就労やグループ就労等の多様な雇用

形態の創出をしていく必要があります。 
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